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関西支店取引業者災害防止協議会 

関西支店 安 全 環 境 部 長 

墜落災害撲滅に向けた施策の強化について(指示) 

墜落災害撲滅のため、「高所での安全帯使用１００％」実現に向けた施策を全社

で重点的に推進しているにもかかわらず、他支店において５月に連続して発生した

２件に続き次のような墜落災害が発生しており、いずれも安全帯未使用もしくは、

安全帯使用箇所の不備によるものです。 

7月 22日(月)：クリーニング工がピット内に約 3.2ｍ墜落（別紙１参照） 

8月 9 日(金)：鳶工が外部足場組立中に約 3.5ｍ墜落（別紙２参照） 

9月 27日(金)：吹付工が養生作業中に約 4.5ｍ墜落（別紙３参照） 

10月 17日(木)：大工が床端部で止め枠組立中に約 4.3ｍ墜落（別紙４参照） 

つきましては、墜落災害撲滅に向けた施策を強化するため、作業所関係者に下記

事項の徹底を周知するよう改めて指示します。 

記 

１．墜落リスクのある作業は、必ず事前に作業内容を洗い出し、当社社員が

現地ＫＹに立会い、具体的な指示を行うこと。当社社員が現地ＫＹに立

ち会えない場合は、事前に職長と打合せを行い、留意すべきポイントを

盛り込んだ「Ａ４スケッチ手順書」を作成し､職長が効果的な現地ＫＹ

を実施するよう指導すること。 

２．高所作業の計画においては、現地での作業姿勢を考慮した安全性が確保

された床、手摺及びネット等を完備し、安全帯に頼らない作業であるこ

とを確認すること。 

３．作業床・手摺等の設置が著しく困難で、安全帯のみに頼らざるを得ない

高所作業においては、必ず監視人を配置すること。 

※この事務連絡は、示達本（安環安）24-25(令和 6 年 10 月 25 日)安全環境本部発行に基づき作成しました。

以 上 










